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馬パラチフス（以下、本病）は、全国的に大規模な発生がみられなくなったものの、

馬産地である本道においては、重種馬で散発的な発生が確認されている。一度発生す

ると時に大規模な流産の集団発生を引き起こすこともあるため、依然として馬産業に

重大な影響を及ぼしかねない疾病である。 

令和３年 12 月に十勝管内で８シーズンぶりとなる本病の発生が確認され、当該シ

ーズンで２戸 16 頭発生し、さらに令和４年 10 月～11 月にも同管内で１戸２頭の発

生が確認されたことから、他の馬産地へのまん延を防止するためにも、地域的な取組

を強化するとともに、あわせて全道的に防疫対策を推進していく必要がある。 

ついては、次のとおり道内における本病の防疫方針を定め、対策を推進し、発生を

予防するとともに、まん延を防止する。 

なお、本防疫方針については、道内における本病の発生状況等を踏まえ、毎年見直

すものとする。 

記 

 

１ 関係者の連携 

本病の防疫対策を推進するにあたっては、関係機関・団体と家畜保健衛生所等が

十分に連携し、一体的な対応を講じる。 

 

２ 対応方針 

 家畜保健衛生所は、管内の馬飼養者に以下の対策を周知徹底するとともに、必要

に応じて飼養衛生管理等の指導を行う。また、関係団体は、馬飼養者の行う検査や

淘汰についての取組を支援する。 

 

（１）飼養衛生管理基準の遵守 

ア 飼養衛生管理基準を遵守し、本病の侵入防止対策を図る。 

イ 飼養馬が移動する際には、消毒や健康観察を徹底する。 

（２）流産時の連絡と病性鑑定の受検 

ア 飼養馬が流産（生後直死等の異常産を含む）した場合は、速やかに流産馬の

隔離と汚染場所の消毒を行うとともに、管理獣医師または家畜保健衛生所に連

絡し、病性鑑定を受検する。 

イ 流産馬及び流産馬の排泄物等に汚染されたおそれのある物品及び施設を消毒

する。 

ウ 家畜保健衛生所における病性鑑定の結果が判明するまでの間、流産馬を他の

馬と接触させないよう隔離して飼養する。 

（３）保菌馬の摘発ととう汰 

本病の流産馬及び同居馬の抗体検査を定期的に行い、必要に応じて流産馬及び

種雄馬の生殖器スワブの分離培養を行う。抗体検査が陽性または疑陽性の馬であ

って、抗体価の再上昇や抗体価が低下しないなど保菌が疑われる馬や、分離培養

で継続して本菌が分離される保菌馬については、他の馬から隔離して飼養し、継

続した治療を行うとともに、自主的なとう汰を検討する。 


